
  

件
名 銀

行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で

あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件 

          



  

- 1 - 

〇
金
融
庁
告
示
第 

 
 

号 
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
銀
行
が
そ
の
保
有
す
る
資
産
等
に
照
ら
し
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準

の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
令
和
四
年
金
融
庁
告
示
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日

か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
五
年 

 

月 
 

 
日 

金
融
庁
長
官 

栗
田 

照
久 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    



  

- 2 - 

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

附 

則 

附 

則 

 
 

（
自
己
資
本
比
率
の
算
出
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

（
自
己
資
本
比
率
の
算
出
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

［
略
］ 

第
二
条 

［
同
上
］ 

２ 

前
項
の
「
内
部
モ
デ
ル
を
用
い
な
い
国
内
基
準
行
」
と
は
、
次
に
掲

げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
国
内
基
準
行
（
新
銀
行
告
示
第
一
条
第
十

号
の
三
に
規
定
す
る
国
内
基
準
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
標

準
的
手
法
採
用
行
（
同
条
第
十
号
に
規
定
す
る
標
準
的
手
法
採
用
行
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。 

２ 

［
同
上
］ 

［
一
・
二 

略
］ 

［
一
・
二 

同
上
］ 

三 

当
該
国
内
基
準
行
で
あ
る
標
準
的
手
法
採
用
行
を
子
会
社
（
新
銀

行
告
示
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
）
と
す
る
者

（
適
用
日
以
後
に
当
該
国
内
基
準
行
で
あ
る
標
準
的
手
法
採
用
行

（
適
用
日
前
か
ら
引
き
続
き
銀
行
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
当
該

子
会
社
と
し
た
者
を
除
く
。
）
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ

と
。 

三 

当
該
国
内
基
準
行
で
あ
る
標
準
的
手
法
採
用
行
を
子
会
社
（
新
銀

行
告
示
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
）
と
す
る
者

が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。 

［
イ
～
ホ 

略
］ 

［
イ
～
ホ 

同
上
］ 

［
３
・
４ 

略
］ 

［
３
・
４ 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 


